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救急医療と三位一体改革
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救急医療においては，特に「医師偏在対策」「働き方改革」が重要と考えられる．

第7次医療計画の救急医療分野では，①円滑な受け入れ体制の整備や，急性期治療
後の受け手が不足している問題（出口問題）に対するかかりつけ医や介護施設等と
の連携強化，②救命救急センターの充実段階評価の見直しと救急医療機関の受入実
績に基づいた都道府県による指定見直しが盛り込まれていた（地域医療構想）．

第8次医療計画では，救急医療体制の継続可能性評価のために，救急医療にかかる
医師の労働状況やタスクシフトによる救急医療に関わる医師の負担軽減の状況等に
ついての指標を定めることが検討されている（働き方改革）．



千葉県保健医療計画

・メディカルコントロール体制の強化
「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の運用と見直しによって適切な医療
機関への搬送を目指す

・循環型地域医療連携システムの構築
一次救急医療機関→二次→三次に必要に応じて速やかに移行し機能分担と連携の明瞭
化を図る

・救急医療体制の推進
二次救急医療では病院輪番制に参加している救急病院や診療所の設備整備などを行う．
三次救急医療では更なる救命救急センターの設置等の検討を行う



救急医療とは
救急業務と救急患者（消防法（昭和23年法律第186号）第2条第9項より）

救急業務とは災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公
衆の出入する場所において生じた事故又は政令で定める場合
における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令
で定めるものによる傷病者のうち，医療機関その他の場所へ
緊急に搬送する必要があるものを，救急隊によって，医療機
関その他の場所に搬送すること．
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救急患者とは，通常の診療時間外の傷病者及び緊急的に医療
を必要とする傷病者をいい，これらの救急患者に対し，医療
を提供する医療機関を救急医療機関という．



救急医療体制
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千葉県の場合

28夜間休日急病
診療所
(うち歯科のみ6)

13病院

149救急病院・
救急診療所
（救急告示医療
機関）
+ 141輪番病院



救急医療体制
千葉県の場合

28夜間休日急病
診療所
(うち歯科のみ6)

13病院

149救急病院・
救急診療所
（救急告示医療
機関）
+ 141輪番病院

二次医療圏ごとに1ないし2つの救命救急センターが配置されている



救急医療の現状
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総務省消防庁「平成30年版救急・救助の現況」



救急医療の現状

8総務省消防庁「平成30年版救急・救助の現況」

千葉県においても同様に搬送件数は増加し続けている



救急医療の現状
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救急搬送件数が増加する千葉県において，地域医療の再構築は喫緊の課題である．

平成29年千葉県救急搬送実態調査

救急事案搬送時間は
年々増加傾向にある



救急医療の現状
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二次救急医療機関が
大半を担っている！



救急医療の現状
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・救急搬送を年間1000件以上受けれている医療機関において，地域の救急搬送
受け入れの大半を担っている．また，この医療機関は地域の脳卒中や急性心筋
梗塞等の心疾患の大部分の緊急治療対応を行っている．

・救急搬送を年間2000件以上受けれている医療機関ではその割合がさらに高い
傾向になる．経皮的体外循環や脳卒中の特殊治療も大部分を行っている．

救急・災害医療提供体制等の
在り方に関する検討会資料



救急医療の現状

12

救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会資料

医療機関の位置づけによる医療対策は実際的ではない部分がある可能性が高い



救急医療の現状
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＜例：千葉市・八千代市の場合＞

実質的な担い手のである二次救急医療機関に地域的な偏在が見られている．
特に，緑区には二次救急医療機関が無い．

また，この中で夜間も救急医が勤務している二次救急のみの医療機関は
千葉市立青葉病院だけである．
三次救急医療である2つの大学病院と救急医療センターは専門性が高く，
実質的に二次救急医療業務はほとんど行っていない．



救急医療の現状

小児診療 小児科医師

妊産婦診療 産婦人科医師

救急診療 全ての科の医師

いわゆる「ER医」がまだまだ多くない日本においては，特に二次救急医療機関で
救急医療を行っているのは救急科医師以外が多いと考えられる．
つまり，救急医療を担っているのは全ての科の医師と言っても過言ではない．



救急医療の現状

15

救急科医師の分布

救急科医師の多くは三次救急医療機関に偏在していると考えられる．



地域医療構想の課題
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・救急医療の担い手の主体は一部の二次医療機関である
これまでは三次医療機関に関する調査や評価は行われてきたものの，二次医療機
関に対しては十分に行われてこなかったため，特に夜間休日における二次医療機
関の体制が明らかでない部分があり，その結果として地域偏在や搬送時間の延長
が生じている可能性がある．

・救急医療は救急科医師だけで行っているものではない
救急医，つまり救急科専門医またはそれを目指す医師の多くは三次救急医療機関
に所属している可能性があり，救急医だけを対象にした調査では一部の救急業務
の実際しか分からない可能性がある．

次世代医療構想センターでは，千葉県内の救急医療機関（救急告示病院）を網
羅的に調べ上げアンケートを配布し，誰がどのような体制で救急業務を行って
いるのか調査している．都道府県単位でこのような調査を行った事案は全国で
今ところなく，初めての試みである．アンケートは高い回収率であり，現在内
容の取りまとめを行っているところである．



救急医と働き方
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想像の通り，救急医は当直回数が多い．
最近は少しずつ変化しているものの，当直明けにも仕事をしている場合が多い．



救急医と働き方
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厚労省「医師の働き方改革に関する検討会」報告書では以下が示されている．

医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組

1) 医師の労働時間管理の適正化に向けた取組
2) 36 協定等の自己点検
3) 既存の産業保健の仕組みの活用
4) タスク・シフティング(業務の移管)の推進
5) 女性医師等に対する支援
6) 医療機関の状況に応じた医師の労働時間短縮に向けた取組

さらに報告書では医師の時間外労働時間の上限設定が明記された．



救急医と働き方
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救急医と働き方
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救急医と働き方
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救急医と働き方
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大学病院・救命救急センターは時間外勤務が多い



救急医と働き方

23救急患者を多く受けるほど勤務時間も増える



救急医と働き方
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労働量と救急医師数のバランスが崩れている



救急医と働き方
(1) 救急医個人と施設管理者は労務管理義務を負う．

a) 救急医一人一人は，自らの日常の労働時間管理を実施し，自己フィードバックを行う．
b) 病院長および救急科施設管理者は，救急医に対する産業保健業務を実施する．

(2) 日本救急医学会は学会員と救急科施設に対する労務管理に介入する．
a) 専門医/指導医資格取得・更新のための条件に産業保健に関する講習の受講を義務付ける．
また，同資格指定施設条件に(1)の実施を義務付ける．

b) 救急科施設に対する労務管理評価システム(例:毎年の報告義務，学会による site visit，
救命救急センター認可に対する推薦・勧告，学会員による申立て制度など)を創設する．

(3) 在院中の自己研鑽時間の設定を提案する．
a) 自己研鑽時間を定義し，在院時間と労務時間を分離する．
b) 現行法令の年間の時間外労働上限時間に「自己研鑽時間」を上乗せする．
長時間の在院を防止するために「自己研鑽時間の上乗せは単月で△△時間まで」

「休暇期間を自己研鑽の上乗せ分に入れることはできない」などの条件を設定する．

(4) タスク・シフティングを進める．
a) 初療室での医師業務の補助を中心として，救急救命士資格者の雇用推進を提案する．
b) 上記を達成するための，救急救命士法第四十四条(特定行為等の制限)に関する法的処置を要望する．

(5) 救急医の働き方改革を実現するために社会への要望をする．

日本救急医学会 医師の働き方改革に関する特別委員会 中間報告

「自己研鑽」というグレイゾーンはそのまま
救急救命士への一部業務シフトのみ



救急医と働き方

・医療機関に勤務し地域の救急医療体制の維持と推進に貢献する医師の健康を守り，
救急医を目指す医師が増えるための環境整備を目指し，一般則を遵守できる方策の実
施に早急に取り組む

・救急医療に携わる医師の業務負担軽減策が実効性を得るまでの間は、所属する医療
機関の一般医師とかけ離れない範囲で，現状の救急医療体制を維持するに足る水準の
時間外労働時間の上限引き上げが必要であることを容認する

・時間外労働規制案は，地域や診療科の実情に合わせて規制時間内の中で医療機関が
多様に準備し，一医療機関内でも診療科ごとに選択できる制度を提案する

・業務負担軽減策の達成には，一般則の適用猶予期間とは別に，軽減策ごとに具体的
な達成目標と達成時期を設定することを提案する

日本救急医学会 医師の働き方改革に関する特別委員会 追加提言

つまり，地域の救急医療体制維持のためには
5年後も時間外オーバーを許容するしか無い



救急医と働き方
宿直？？「医師，看護師等の宿日直許可基準」

「医師の勤務が宿日直として許可されるのは，
①通常の勤務時間から完全に開放された後であって，
②一般の宿日直業務以外，特殊な措置を必要としない軽度または短時間の業
務に限られ，
③一般の宿日直許可条件を満たす，
以上の①~③のすべてを満たし，かつ「宿直では夜間に十分な睡眠を取り得
る」場合，とされている…

そんな夜間を過ごしている救急医は（おそらく）いない．
しかも薄給な病院勤務医の外勤が「病院責任者が管理する当該病院の勤務医
師の総労働時間に含まれる」ことになり，守ろうとすると給与が減る．

一方で若い救急医の自己研鑽の場として夜間勤務は大変重要な場であり，境
目をどこにするのかが難しい．

これらの問題に対する解決はまだされていない．



救急医と働き方
救命救急センターの成り立ちがバラバラ
救急はその歴史上，もともと医局と関係ない独自のスタッフで大規模な集団
を地域中核病院に形成していることが多い．
そのため，非大学病院の救命救急センターの多くは，医局と無関係である．
これらの病院は，大学病院でない利点として給与が十分であることが多く，
そのため外勤が不要であるため質を保ちやすい背景があり，それに合わせて
勤務体系に独自のシステムを持っている．

・自己完結型診療施設
大学やその系列に多く，初療から集中治療まで自己完結する．患者を一貫

して見ることができるほか，まとめて勤務することで外勤時間を確保する．

・ ER型診療+シフト制施設
独自救命救急センターに多く，ER型としてそれをシフト制で組む．集中治

療は別部門が担当する．集中治療に従事したい場合には部門を移らなければ
ならないが，勤務体制は余裕がある．

それぞれの施設に見合う対策が必要．いずれにしても医師数の確保が必須．



救急科医師は増えている！

救急医師数



全国的に救急科専門医は
不足している

日本救急医学会の取り組み

千葉県は不足している？（主たる診療科：救急）

千葉県･･･平成28年：1.4%（169人）←平成26年：1.0%（153人）

全国 ･･･平成28年：1.1%（3244人）←平成26年：1.0%（3011人）

→不足はしているが，全国平均と比べれば増えている

救急医師数

次世代医療構想センターでは救急科の医師確保に関する分析や対策を行っており，
千葉県における救急医師数のさらなる増加を目指して活動中である．



救急医の将来
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救急医と働き方
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講義編前半まとめ
救急医療の現状

① 千葉県においても救急搬送件数が増加し，そのため病院への搬送時間も長
くなっている．

② 救急医療の主な担い手は一部の二次救急医療機関であり，かつ非救急医で
ある

③ 救急医は三次救急医療で従事している場合が多く，医療機関と救急医師数
にアンバランスが生じている

④ 救急医の労働時間短縮に向けた取り組みが日本救急医学会などによって行わ
れている

⑤ 現状では働き方改革に則った勤務体系にすぐに移行することは難しい
⑥ 救急医師数は着実に増えているが，さらなる増員が必要である



本日のタイムテーブル
19:00-19:50【50分】
【講義編】
１）前半：救急医療の課題と改善案（35分）
２）後半：小児医療の課題と改善案（15分）

19:55-20:40【45分】
【グループワーク編】
１）救急医療の実際
２）小児医療の実際

34



グループワーク①
「千葉県の救急医療」

１）千葉県の救急医療を改善するために，どのような
医療機関と医師の配置をするのが良いか？

２）救急医の労働環境を整え持続可能な勤務にするた
めに，地域や各医療機関に対してどのような啓発が必
要か？



グループワーク①
「千葉県の救急医療」

１）千葉県の救急医療を改善するために，どのような
医療機関と医師の配置をするのが良いか？

＜解答例＞
・年間1000例以上および2000例以上の救急搬送を
受け入れる二次救急医療機関を指定機関として補助し，
特に夜間休日は一時受け入れを行い，平日日中に分散
する受け入れシステムを確立する．
・救急専門医をこれらの二次救急医療機関に夜間休日
を中心に配置する．



グループワーク①
「千葉県の救急医療」

２）救急医の労働環境を整え持続可能な勤務にするた
めに，地域や各医療機関に対してどのような啓発が必
要か？

＜解答例＞
・地域住民への啓蒙：夜間休日の検査は最低限，薬か
は数日分のみの処方，日中に再度受診する必要
・非救急対応医療機関：かかりつけ患者に対して，救
急医療機関受診の適切な使用を普段から啓蒙する
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